
令和８年度神戸市物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業給付金交付要綱（案） 

 

令和８年●月●日 福祉局長決定 

（目的） 

第１条 この要綱は、光熱水費や食料品費など物価高騰の影響を強く受けている福祉施設

等に対し、市民への安定的なサービス確保のために必要な経費の助成を行うにあたり、地

方自治法（昭和 22年法律第 67号）、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号）及び神

戸市補助金等の交付に関する規則（平成 27年３月規則第 38号。以下「補助金規則」とい

う。）に定めがあるもののほか、当該給付金等の交付等に関して必要な事項を定める。 

 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）福祉施設等 

① 介護保険法（平成９年法律第 123 号）第８条第２項から５項、７項から 13 項、

15 項から 24 項、26 項及び第８条の２に規定するサービスを提供する施設として

市の指定を受けている施設 

② 老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 20 条の４及び第 20 条の６に規定する

施設 

③ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律

第 123 号、以下「障害者総合支援法」という。）第５条第２項から８項、10項、

12 項から 16 項、18 項、19 項、28 項及び 29 項に規定するサービスを提供する施

設 

④ 障害者総合支援法第 77条及び第 78条に基づき、市が実施する地域生活支援事業

のうち「平成 18 年８月１日付障発第 0801002 号厚生労働省社会・援護局障害保

健福祉部長通知」に定める次のサービスを提供する施設（訪問入浴サービス、日

中一時支援） 

⑤ 障害者総合支援法第５条第 26項に規定する補装具を提供する事業所 

⑥ 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第６条の２の２に規定するサービスを提

供する施設及び第 42 条、第 43 条に規定する施設 

⑦ 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 38 条第２項に規定する施設 

⑧ 社会福祉法（昭和 26年法律第 45 号）第２条第３項第８号に規定する事業の用に

供する施設その他の施設であって、被保護者に対する日常生活上の支援の実施に

必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当すると都道府県知事が認め

た施設 

（２）入所施設 

福祉施設等のうち、施設へ入所してサービスを提供する施設及び宿泊してサービ

スを提供する施設（（３）から（６）に定める施設を除く） 



（３）介護・高齢者入所施設 

福祉施設等で（１）の①又は②に該当する施設のうち、施設へ入所してサービスを

提供する施設及び宿泊してサービスを提供する施設 

（４）障害者入所施設（区分①） 

福祉施設等のうち、障害者総合支援法第５条第６項に規定するサービスを提供す

る施設（療養介護） 

（５）障害者入所施設（区分②） 

福祉施設等のうち、障害者総合支援法第５条第８項、10 項、12 項（宿泊に関する

ものに限る）、18 項及び 29 項に規定するサービスを提供する施設（短期入所、施設

入所支援、宿泊型自立訓練、共同生活援助及び福祉ホーム） 

（６）障害児入所施設 

福祉施設等のうち、児童福祉法第 42 条に規定する施設 

（７）通所施設 

    福祉施設等のうち、居宅より施設へ通いサービスを提供する施設（（８）から（９）

に定める施設を除く） 

（８）障害者通所施設 

福祉施設等のうち次の施設 

① 福祉施設等のうち、障害者総合支援法第５条第７項、12 項（宿泊に関するものを

除く）13項、14 項及び 27 項に規定するサービスを提供する施設（生活介護、自

立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援及び地

域活動支援センター） 

② 障害者総合支援法第 77条及び第 78条に基づき、市が実施する地域生活支援事業

のうち日中一時支援を提供する施設 

（９）障害児通所支援施設 

福祉施設等のうち、児童福祉法第６条の２の２第２項及び第３項に規定するサー

ビスを提供する施設（児童発達支援、放課後等デイサービス） 

（10）障害児者訪問系事業所 

   福祉施設等のうち次の事業所 

① 障害者総合支援法第５条第２項から第５項及び第 16 項に規定するサービスを提

供する事業所（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援） 

② 障害者総合支援法第 77 条及び第 78 条に基づき市が実施する地域生活支援事業

のうち訪問入浴サービスを提供する事業所 

③ 児童福祉法第６条の２の２第４項及び第５項に規定するサービスを提供する事

業所（居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援） 

（11）障害児者相談支援事業所 

   福祉施設等のうち次の事業所 

① 障害者総合支援法第５条第 13 項及び第 19 項に規定するサービスを提供する事



業所（就労選択支援、相談支援） 

② 児童福祉法第６条の２の２第６項に規定するサービスを提供する事業所 

（12）補装具を提供する事業所 

福祉施設等のうち、給付金の申請日時点において本市と補装具費支給契約を締結

している事業所又は令和８年８月１日までに本市が補装具費支給契約（新規・変更

（事業所の追加に限る））の申請を受理した事業所 

（13）訪問系事業所 

   福祉施設等のうち、（２）から（12）に定めるもの以外のもの 

（14）給付対象利用者総数 

福祉施設等のうち（２）から（９）に掲げる施設における各サービスに係る令和８

年４月１日時点の定員数に 30を乗じた数に 12 を乗じた数。 

ただし、令和８年５月１日以降に事業を開始した場合、事業開始月の１日時点の定

員数に 30 を乗じた数に、事業開始月から令和９年３月までの月数を乗じた数とする。 

 

（給付対象事業者） 

第３条 給付金の交付対象となる者（以下「対象事業者」という。）は、神戸市内に住所を

有する福祉施設等とする。 

ただし、下記の施設は除く。 

（１）令和８年８月１日までに事業を開始していない福祉施設等 

（２）申請（第８条第１項の変更申請を含む）時点で事業を廃止している福祉施設等 

（３）国及び地方公共団体が運営する福祉施設等 

 

（給付対象経費） 

第４条 給付金の交付対象となる経費は、対象事業者が負担する次に掲げる令和８年度に

おける経費とする。 

（１）光熱水費 

（２）食料品費 

（３）日用品費 

（４）その他市長が必要と認める経費 

 

（給付金の額） 

第５条 対象事業者に交付する給付金の額は、対象事業者一につき●●●円とする。ただし、

別表に掲げる施設については、次の各号に掲げる金額のうちいずれか高い方を給付金の

額とする。なお、事業所が複数の事業を実施している場合は、サービスごとに給付金を交

付する。 

 （１）対象事業者一につき●●●円 

 （２）別表に定める金額に給付対象利用者総数を乗じた額 



２ 障害児者訪問系事業所及び障害児者相談支援事業所については、事業の特性に鑑み、１

つの事業所で複数のサービスの指定を受けている場合においても、一事業所として給付

金を交付する。 

 

（交付申請） 

第６条 補助金規則第５条の規定に基づき、給付金の交付を受けようとする福祉施設等の

代表者（以下「申請者」という。）は、次に掲げる書類を書面又は電磁的記録（電子的方

式、電磁的方式その他知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。以下本要

綱において同じ。）によって、令和８年８月 31日までの間に市長に提出して、申請しなけ

ればならない。 

（１）神戸市物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業給付金交付申請書兼概算払請求書（様

式第１号） 

（２）令和８年度収支予算書 

（３）その他市長が必要と認める書類 

 

（交付の決定） 

第７条 市長は、補助金規則第６条の規定による交付決定を行うときは、物価高騰対策福祉

施設等緊急支援事業給付金交付決定通知書（様式第２号）により申請後概ね 30日以内に

申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、申請者に対し給付金を交付しないことを決定した場合は、その旨を物価高騰対

策福祉施設等緊急支援事業給付金不交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知す

るものとする。 

３ 市長は、給付金の交付決定にあたり、当該給付金の交付の目的を達成するために対象事

業者に対し次の各号に掲げる条件を付するものとする。 

  （１）事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について領

収証書等の証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を給付金の交付の決定

の日（事業の中止又は廃止に係る承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の

属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

（２）その他市長が必要と認める事項 

 

（事業の変更等） 

第８条 前条第１項による交付の決定を受けた者（以下、「給付対象事業者」）は、補助金規

則第７条第１項第１号に掲げる承認を受けようとするときは、物価高騰対策福祉施設等

緊急支援事業給付金交付変更申請書兼概算払請求書（様式第１号－２）を提出しなければ

ならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、承認するこ

とが適当であると認めたときは、その旨を物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業給付金



交付決定変更通知書（様式第８号）により、給付対象事業者に通知するものとする。 

 

（給付金の交付） 

第９条 市長は、第７条第１項による交付の決定（前条第２項の交付決定の変更を含む）を

した場合には、給付対象事業者に対し、当該給付金の全額を概算払する。 

 

（事業の中止又は廃止） 

第 10 条 給付対象事業者は、事業を中止し、又は廃止する場合においては、次に掲げる書

類を事業中止（廃止）の日から起算して 15 日を経過した日又は令和９年３月 31 日のい

ずれか早い日までに市長に提出しなければならない。 

（１）物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業給付金事業中止（廃止）承認申請書（様式第４

号） 

（２）物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業給付金事業実績報告書（様式第５号） 

（３）その他市長が必要と認める書類 

 

（実績報告） 

第 11 条 給付対象事業者は、補助金規則第 15 条に基づき事業の実績を報告しようとする

ときは、事業の完了後、別途、市長が指定する日までに、物価高騰対策福祉施設等緊急支

援事業給付金事業実績報告書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

 

（交付額の確定と精算） 

第 12 条  市長は、補助金規則第 16 条による交付額の確定を行ったときは、物価高騰対策

福祉施設等緊急支援事業給付金額確定通知書（様式第６号）により、速やかに給付対象事

業者に通知するものとする。ただし、確定した給付金の交付額が、交付の決定における交

付予定額と同額である場合は、通知を省略することができる。 

２ 市長は、給付対象事業者に交付すべき給付金の額を確定した場合において、既にその額

を超える給付金が交付されているときは、その超える部分につき期限を定めて返還させ

るものとする。 

 

（給付金の返還等） 

第 13 条 市長は、補助金規則第 19 条による給付金の交付決定の全部又は一部を取り消し

たときは、速やかに、その旨を物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業給付金交付決定取消

通知書（様式第７号）により当該給付対象事業者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により給付金の交付を取り消した場合において、既に給付金を交付

しているときは、期限を定めて返還させるものとする。 

 

（検査及び報告） 



第 14条 市長は、給付金の適正な支出のため、必要に応じて給付対象事業者に対し、検査、

報告その他必要な措置（以下「検査及び報告等」という。）を求めることができる。 

２ 給付対象事業者は、検査及び報告等の求めがあったときは、これに応じなければならな

い。 

 

（事務の委託） 

第 15 条 市長は、この要綱の実施に必要な事務の一部を委託することができる。 

 

（その他） 

第 16 条 この要綱に定めるもののほか、給付金の交付に関して必要な事項は、福祉局長が

別に定める。 

 

  附 則 

（１）施行期日 

この要綱は、令和８年●月●日から施行する。 

（２）経過措置 

令和７年度神戸市物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業給付金交付要綱（令和８年２

月 25日福祉局長決定）は廃止する。ただし、廃止前の要綱第６条の規定により令和８年

４月 30 日以前に行った申請については、廃止前の規定を適用する。 

 

  



別表（第５条関係） 

区分 給付額（日額） 

（１）入所施設 ●円 

（２）介護・高齢者入所施設 ●円 

（３）障害者入所施設（区分①） ●円 

（４）障害者入所施設（区分②） ●円 

（５）障害児入所施設 ●円 

（６）通所施設 ●円 

（７）障害者通所施設 ●円 

（８）障害児通所支援施設 ●円 

 



様式第１号（第６条関係）

  神⼾市⻑ 宛

1 給付金の金額 円
尚、全額を要綱第４条に規定する給付対象経費として支出します。

2 事業の収入および支出予定（別記）

3 令和８年４月１日時点の利用者定員
人
人
人
人

4 振込先口座

（振込先口座）※下記の同意欄にチェックする場合は記入不要
1

銀行 2
支店 3 その他（             ）

 神⼾市が兵庫県国⺠健康保険団体連合会から振込先口座情報の
 提供を受けることに同意する。

入所(障害)

預金種目
普 通

口座名義(カ ナ)

金 融 機 関 名

口 座 番 号
金融機関コード

神⼾市物価⾼騰対策福祉施設等緊急⽀援事業給付⾦
交付申請書兼概算払請求書（案）

記

令和  年  月  日

住 所

支店コード

当 座

団 体 名
施 設 ・ 事 業 所 名
事 業 所 番 号

代 表 者 職 氏 名

電 話
担 当 者 名

電 子 メ ー ル

入 所

通 所

 令和８年度神⼾市物価⾼騰対策福祉施設等緊急支援事業給付金交付要綱第３条に定
める給付対象事業者としての要件を満たしているため、給付金を交付願いたく、要綱
第６条の規定に基づき関係書類を添えて申請します。

事 業 所 種 別

入所(⾼齢)



別記

1 収入の部 （単位：円）

2 支出の部 （単位：円）

（注）収支の計は、それぞれ一致する。

収支予算書

科目 予算額 摘要

給付金（申請額） 0円

計 0円

科目 予算額 摘要
給付対象経費（光熱水費・食料品
費・消耗品費など）

0円

計 0円



様式第２号（第７条関係） 

（ 公 印 省 略 ）   

                                                                    神福   第    号 

                                                                            年    月    日 

 

物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業給付金交付決定通知書（案） 

 

 

 

                                様 

 

                                                                    神 戸 市 長 

 

 

 

            年    月    日付で申請のあった神戸市物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業給付金につ

いて、下記のとおり交付することに決定しましたので通知いたします。 
 
 

 
交付決定額  円 

 

 交付の条件 （1） 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を

備え、当該収入及び支出について領収証書等の

証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類

を給付金の交付の決定の日（事業の中止又は廃

止に係る承認を受けた場合には、その承認を受

けた日）の属する年度の終了後５年間保管して

おかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

     事業所種別： 

 

 

 

   

   

  

 



様式第５号（第11条関係） 

 

物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業給付金実績報告書（案） 

 
令和  年  月  日  

神戸市長 宛 

 

 神戸市物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業給付金交付要綱第 11 条の規定に基づき、事業の実

績を下記のとおり報告します。 

住 所 
（〒   ―    ） 

 

団 体 名  

施設・事業所名  

事 業 所 番 号  

事 業 所 種 別  

代 表 者 職 氏 名 （職・氏名） 

担 当 者 名  

連 絡 先 
TEL ： 

E-mail: 

 

□ 概算払いを受けた給付金については、全額を給付対象経費として支出しており、申請

時の予定収支から変更ありません。 
 

□ 概算払いを受けた給付金のうち一部のみを給付対象経費として支出したので、申請時

の予定収支から以下のとおり変更し、差額について返還します。 
 

＜収入の決算＞                           （単位：円） 

科目 金額（実績） 摘要 

給付金   

   

計   

 
＜支出の決算＞                           （単位：円） 

科目 金額（実績） 摘要 

給付対象経費（光熱水費・食
料品費・消耗品費など） 

  

   

計   

（注）収支の計は、それぞれ一致する。  
 


